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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面ロック時間調整方法であって、
　連続的な、プリセット値であるＮ回（Ｎは２以上の整数）の画面ロックとロック解除の
間の時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮを取得するステップと、
　取得された前記時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮがすべてプリセットされた閾値範囲内
にあるかどうかを判断するステップと、
　プリセットされた閾値範囲内にある場合、現在の画面ロック時間値を現在の画面ロック
時間値とプリセット時間遅延値との合計値に更新するステップと、を含むことを特徴とす
る画面ロック時間調整方法。
【請求項２】
　Ｎ回のロック解除について、ロック解除から次の画面ロックまでの間における、ユーザ
の最後の能動的な操作と当該ロック解除時点との間の時間間隔値Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ
２Ｎを取得し、前記時間間隔値Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎによって第１プリセットルー
ルに従って前記プリセット時間遅延値に含まれる第１時間遅延値を取得するステップをさ
らに含むことを特徴とする
請求項１に記載の画面ロック時間調整方法。
【請求項３】
　連続的なＮ回の画面ロックとロック解除の間の時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮを取得
した後、前記画面ロック時間調整方法は、さらに、
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　前記時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮによって第２プリセットルールに従って前記プリ
セット時間遅延値に含まれる第２時間遅延値を取得するステップを含むことを特徴とする
請求項２に記載の画面ロック時間調整方法。
【請求項４】
　ユーザの毎回のロック解除操作に掛かる時間値Ｔ３１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎを取得し、
前記時間値Ｔ３１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎによって第３プリセットルールに従って前記プリ
セット時間遅延値に含まれる第３時間遅延値を取得するステップをさらに含むことを特徴
とする
請求項２に記載の画面ロック時間調整方法。
【請求項５】
　前記プリセット時間遅延値は、プリセットされた遅延補正値である第４時間遅延値を含
むことを特徴とする
請求項１～４のいずれか１項に記載の画面ロック時間調整方法。
【請求項６】
　前記現在の画面ロック時間値を現在の画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合
計値に更新することは、
　現在のデフォルトされた画面ロック時間値を、現在のデフォルトされた画面ロック時間
値とプリセット時間遅延値との合計値に更新することを特徴とする
請求項１～４のいずれか１項に記載の画面ロック時間調整方法。
【請求項７】
　現在のデフォルトされた画面ロック時間値を、現在のデフォルトされた画面ロック時間
値とプリセット時間遅延値との合計値に更新した後、前記画面ロック時間調整方法は、さ
らに、
　ユーザが最後回にロックを解除した後に画面を能動的にロックするまたはプリセット操
作時間閾値内に操作を行わないかどうかを判断し、画面を能動的にロックするまたはプリ
セット操作時間閾値内に操作を行わない場合、画面ロック時間値を前記デフォルトされた
画面ロック時間値に復元するステップを含むことを特徴とする
請求項６に記載の画面ロック時間調整方法。
【請求項８】
　現在の画面ロック時間値を現在の画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計値
に更新した後、前記画面ロック時間調整方法は、さらに
　更新された画面ロック時間値を記憶し、現在の使用シーンを記録し、現在の使用シーン
と更新された画面ロック時間値を関連付け、端末が前記使用シーンに入ることを検出した
場合、現在の画面ロック時間値を、前記更新された画面ロック時間値に直接に更新するス
テップを含むことを特徴とする
請求項１～４のいずれか１項に記載の画面ロック時間調整方法。
【請求項９】
　連続的な、プリセット値であるＮ回（Ｎは２以上の整数）の画面ロックとロック解除の
間の時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮを取得し、取得された前記時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、
…、ＴＮを判断モジュールに送信するための時間値取得モジュールと、
　取得された前記時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮがすべてプリセットされた閾値範囲内
にあるかどうかを判断し、判断結果を処理モジュールに送信するための判断モジュールと
、
　前記判断結果を受信し、前記判断結果がすべてプリセットされた閾値範囲内にある場合
、現在の画面ロック時間値を現在の画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計値
に更新するための処理モジュールと、を備えることを特徴とする画面ロック時間調整装置
。
【請求項１０】
　前記時間値取得モジュールは、さらに、Ｎ回のロック解除について、ロック解除から次
の画面ロックまでの間における、ユーザの最後の能動的な操作と当該ロック解除時点との
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間の時間間隔値Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎを取得し、前記時間間隔値Ｔ２１、Ｔ２２、
…、Ｔ２Ｎによって第１プリセットルールに従って前記プリセット時間遅延値に含まれる
第１時間遅延値を取得することを特徴とする
請求項９に記載の画面ロック時間調整装置。
【請求項１１】
　前記時間値取得モジュールは、さらに、連続的なＮ回の画面ロックとロック解除の間の
時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮを取得した後、前記時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮに
よって第２プリセットルールに従ってプリセット時間遅延値に含まれる第２時間遅延値を
取得することを特徴とする
請求項１０に記載の画面ロック時間調整装置。
【請求項１２】
　前記時間値取得モジュールは、さらにユーザの毎回のロック解除操作に掛かる時間値Ｔ
３１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎを取得し、前記時間値Ｔ３１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎによって第
３プリセットルールに従ってプリセット時間遅延値に含まれる第３時間遅延値を取得する
ことを特徴とする
請求項１０に記載の画面ロック時間調整装置。
【請求項１３】
　前記画面ロック時間調整装置は、モニタリングモジュールをさらに備え、
　前記処理モジュールは、現在のデフォルトされた画面ロック時間値を、現在のデフォル
トされた画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計値に更新することに用いられ
、
　前記モニタリングモジュールは、ユーザが最後回にロックを解除した後に画面を能動的
にロックするまたはプリセット操作時間閾値内に操作を行わないかどうかを判断し、画面
を能動的にロックするまたはプリセット操作時間閾値内に操作を行わない場合、画面ロッ
ク時間値を前記デフォルトされた画面ロック時間値に復元するように前記処理モジュール
に通知することを特徴とする
請求項９～１２のいずれか１項に記載の画面ロック時間調整装置。
【請求項１４】
　前記画面ロック時間調整装置は、関連付けモジュールをさらに備え、
　前記処理モジュールは、さらに更新された画面ロック時間値を記憶することに用いられ
、
　前記関連付けモジュールは、現在の使用シーンを記録し、現在の使用シーンと更新され
た画面ロック時間値を関連付け、端末が前記使用シーンに入ることを検出した場合、現在
の画面ロック時間値を前記更新された画面ロック時間値に直接に更新するように前記処理
モジュールに通知することを特徴とする
請求項９～１２のいずれか１項に記載の画面ロック時間調整装置。
【請求項１５】
　ディスプレイを含む電子端末であって、請求項９～１４のいずれか１項に記載の画面ロ
ック時間調整装置を更に備え、前記画面ロック時間調整装置が前記ディスプレイに接続さ
れ、前記電子端末の画面ロック時間を調整することを特徴とする電子端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動端末技術分野に関し、特に画面ロック時間調整方法、装置及び電子端末
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、人々の日常生活における大部分の移動端末は、誤操作の回避とプライバシーの保
護のために、一般的に画面が自動的にロックされることをサポートし、即ち、一定時間に
ユーザが能動的に操作しないと画面が自動的にロックされる。ユーザが操作を停止してか
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ら画面が自動的にロックされるまでの遅延時間は、一般的に画面自動ロック時間と呼ばれ
、画面ロック時間と略称される。一般的に、端末は、ユーザが選択するための１組の画面
ロック時間、例えば、１０秒、２０秒、３０秒、１分等を提供する。従来の移動端末の画
面ロック時間は、ユーザより能動的に補正することを除いて、一旦設定されたら固定され
て変わらない。ユーザが画面ロック時間を設定しないと、システムは、通常、デフォルト
値を使用する。異なるユーザの使用習慣は異なるので、固定されて変わらない画面ロック
時間は、それぞれのユーザに完璧に適切なものとすることができず、または、ユーザが使
用するある場合に適用できても、別の使用場合に適用できない。例えば、短い画面ロック
時間が設定される場合、端末の誤操作を効果的に回避することができるが、ユーザのロッ
ク解除操作が多くなり、ユーザにとって使用に不便である。長い画面ロック時間が設定さ
れる場合、ユーザのロック解除操作を減らすことができるが、誤操作の可能性が大きくな
る。もちろん、ユーザは、異なる使用場合に応じて、異なる画面ロック時間を手動で切り
替えることができるが、頻繁に手動で切り替えることは、ユーザにとって負担である。し
たがって、ユーザ体験の満足度を向上するために、ユーザの使用場合と習慣に応じて、端
末の画面ロック時間を自動的に動的に調整することができる方法が急務となっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　これに鑑み、本発明は、ユーザの使用場合と習慣に応じて、端末の画面ロック時間を動
的に調整してユーザ体験の満足度を向上することができる画面ロック時間調整方法、装置
及び電子端末を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の技術的問題を解決するために、本発明に係る画面ロック時間調整方法は、
連続的な、プリセット値であるＮ回の画面ロックとロック解除の間の時間間隔値Ｔ１、Ｔ
２、…、ＴＮを取得するステップと、
取得された前記時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮがすべてプリセットされた閾値範囲内に
あるかどうかを判断するステップと、
すべてプリセットされた閾値範囲内にある場合、現在の画面ロック時間値を現在の画面ロ
ック時間値とプリセット時間遅延値との合計値に更新するステップとを含む。
【０００５】
　本発明の一実施形態では、前記Ｎ回の画面ロックとロック解除の間の時間間隔値を取得
する場合、前記方法は、毎回ロックが解除されてから次回に画面がロックされるまでのユ
ーザの最後回の能動的な操作と当該回のロック解除時点との時間間隔値Ｔ２１、Ｔ２２、
…、Ｔ２Ｎを取得し、前記時間間隔値Ｔ１１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎによって第１プリセッ
トルールに従って前記プリセット時間遅延値に含まれる第１時間遅延値を取得するステッ
プをさらに含む。
【０００６】
　本発明の一実施形態では、連続的なＮ回の画面ロックとロック解除の間の時間間隔値Ｔ
１、Ｔ２、…、ＴＮを取得した後、前記方法は、さらに、
前記時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮによって第２プリセットルールに従ってプリセット
時間遅延値に含まれる第２時間遅延値を取得するステップを含む。
【０００７】
　本発明の一実施形態では、前記Ｎ回の画面ロックとロック解除の間の時間間隔値を取得
する場合、前記方法は、さらに
毎回のロック解除に掛る時間値Ｔ３１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎを取得し、前記時間値Ｔ３１
、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎによって第３プリセットルールに従って前記プリセット時間遅延値
に含まれる第３時間遅延値を取得するステップを含む。
【０００８】
　本発明の一実施形態では、前記プリセット時間遅延値は、プリセットされた遅延補正値
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である第４時間遅延値を含む。
【０００９】
　本発明の一実施形態では、現在の画面ロック時間値を現在の画面ロック時間値とプリセ
ット時間遅延値との合計値に更新することは、
現在のデフォルトされた画面ロック時間値を、現在のデフォルトされた画面ロック時間値
とプリセット時間遅延値との合計値に更新する。
【００１０】
　本発明の一実施形態では、現在のデフォルトされた画面ロック時間値を、現在のデフォ
ルトされた画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計値に更新した後、前記方法
は、さらに、
ユーザが最後回にロックを解除した後に画面を能動的にロックするまたはプリセット操作
時間閾値内に操作を行わないかどうかを判断し、画面を能動的にロックするまたはプリセ
ット操作時間閾値内に操作を行わない場合、画面ロック時間値を前記デフォルトされた画
面ロック時間値に復元するステップを含む。
【００１１】
　本発明の一実施形態では、前記現在の画面ロック時間値を、現在の画面ロック時間値と
プリセット時間遅延値との合計値に更新した後、前記方法は、さらに、
更新された画面ロック時間値を記憶し、現在の使用場合を記録し、現在の使用場合と更新
された画面ロック時間値を関連付け、端末が前記使用場合に入ることを検出した場合、現
在の画面ロック時間値を前記更新された画面ロック時間値に直接に更新するステップを含
む。
【００１２】
　また、本発明に係る画面ロック時間調整装置は、
Ｎ値がプリセット値である、連続的なＮ回の画面ロックとロック解除の間の時間間隔値Ｔ
１、Ｔ２、…、ＴＮを取得し、取得された前記時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮを前記判
断モジュールに送信するための時間値取得モジュールと、
取得された前記時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮがすべてプリセットされた閾値範囲内に
あるかどうかを判断し、判断結果を前記処理モジュールに送信するための判断モジュール
と、
前記判断結果を受信し、前記判断結果がすべてプリセットされた閾値範囲内にある場合、
現在の画面ロック時間値を現在の画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計値に
更新するための処理モジュールとを備える。
【００１３】
　本発明の一実施形態では、前記時間値取得モジュールは、さらに、前記Ｎ回の画面ロッ
クとロック解除の間の時間間隔値を取得する場合、毎回ロックが解除されてから次回に画
面がロックされるまでのユーザの最後回の能動的な操作と当該回のロック解除時点との時
間間隔値Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎを取得し、前記時間間隔値Ｔ１１、Ｔ２２、…、Ｔ
２Ｎによって第１プリセットルールに従って前記プリセット時間遅延値に含まれる第１時
間遅延値を取得するためである。
【００１４】
　本発明の一実施形態では、前記時間値取得モジュールは、さらに、連続的なＮ回の画面
ロックとロック解除の間の時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮを取得した後、前記時間間隔
値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮによって第２プリセットルールに従って前記プリセット時間遅延
値に含まれる第２時間遅延値を取得するためである。
【００１５】
　本発明の一実施形態では、前記時間値取得モジュールは、さらに、前記Ｎ回の画面ロッ
クとロック解除の間の時間間隔値を取得する場合、毎回のロック解除に掛かる時間値Ｔ３
１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎを取得し、前記時間値Ｔ３１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎによって第３
プリセットルールに従ってプリセット時間遅延値に含まれる第３時間遅延値を取得するた
めである。
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【００１６】
　本発明の一実施形態では、前記装置は、モニタリングモジュールをさらに備え、
前記処理モジュールは、現在のデフォルトされた画面ロック時間値を、現在のデフォルト
された画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計値に更新することに用いられ、
前記モニタリングモジュールは、ユーザが最後回にロックを解除した後に画面を能動的に
ロックするまたはプリセット操作時間閾値内に操作を行わないかどうかを判断し、画面を
能動的にロックしたまたはプリセット操作時間閾値内に操作を行わない場合、画面ロック
時間値を前記デフォルトされた画面ロック時間値に復元するように前記処理モジュールに
通知するためである。
【００１７】
　本発明の一実施形態では、前記装置は、関連付けモジュールをさらに備え、
前記処理モジュールは、さらに更新された画面ロック時間値を記憶することに用いられ、
前記関連付けモジュールは、現在の使用場合を記録し、現在の使用場合と更新後の画面ロ
ック時間値を関連付け、端末が前記使用場合に入ることを検出した場合、現在の画面ロッ
ク時間値を前記更新された後の画面ロック時間値に直接に更新するように前記処理モジュ
ールに通知するためである。
【００１８】
　また、本発明に係る電子端末は、ディスプレイと前記画面ロック時間調整装置を備え、
前記画面ロック時間調整装置が前記ディスプレイに接続され、前記電子端末の画面ロック
時間を調整するためである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の有益な効果は、本発明に係る画面ロック時間調整方法において、連続的なＮ回
の画面ロックとロック解除の間の時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮを取得し、取得された
時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮがすべて設定された閾値範囲内にあると判断した場合、
現在の画面ロック時間値を、現在の画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計値
に更新し、即ち、本発明は、端末が画面を自動的にロックしてユーザがロックを解除する
使用状況をリアルタイムにモニタリングすることができ、連続的なＮ回の画面ロックとロ
ック解除の間の時間間隔によって現在の画面ロック時間が現在の使用環境と状況において
適切であるかどうかを判断し、判断結果が不適切である場合、現在の画面ロック時間値を
、現在の画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計値に自動的に更新して、現在
の使用環境と状況に応じて動的に画面ロック時間を調整する目的を達成し、ユーザが頻繁
にロックを解除する必要がなく、ユーザが異なる使用環境において画面ロック時間を手動
で切り替えることを回避できることにより、ユーザのロック解除操作と画面ロック設定を
減らさせ、ユーザ体験の満足度を向上させる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係る画面ロック時間調整方法のフローチャートである。
【図２】本発明の別の実施形態に係る画面ロック時間調整方法のフローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態に係る画面ロック時間の調整装置の構成を示す図である。
【図４】本発明の別の実施形態に係る画面ロック時間の調整装置の構成を示す図である。
【図５】本発明の別の実施形態に係る画面ロック時間の調整装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、具体的な実施形態および図面を参照しながら本発明を更に詳しく説明する。
【００２２】
　本実施形態に係る画面ロック時間調整方法は、移動端末及び画面ロック操作を必要とす
る他の端末、例えば、携帯電話、ノートパソコン、ＩＰＡＤなの電子移動端末に適用し、
一般的なデスクトップパソコンなどにも完璧的に適切する。図１を参照すると、当該方法
は、主に下記のステップを含む。
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【００２３】
　ステップ１０１において、連続的なＮ回の画面ロックとロック解除の間の時間間隔値Ｔ
１、Ｔ２、…、ＴＮを取得する。
【００２４】
　ここで、Ｎ値がプリセット値であり、実際状況に応じて具体的に選択されて設定される
ことができ、例えば、異なる使用場合、異なる使用状況に応じて選択されて設定されるこ
とができ、具体的に２または３を取って、画面ロック時間調整のタイムリー性を向上させ
ることができる。複数回の画面ロックとロック解除の間の時間間隔値を取得することは、
当該時間間隔値によって異なる使用環境と状況におけるユーザのロック解除使用習慣を分
析し、ユーザのロック解除操作慣例を見付けて、移動端末が画面を自動的にロックする時
間を知能的に調整し、ユーザのロック解除操作を効果的に減少するためである。
【００２５】
　ステップ１０２において、取得された前記時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮが設定され
た閾値範囲内にあるかどうかを判断し、即ち、毎回画面がロックされた後、ユーザが直ち
にロックを解除するまたは短い時間内にロックを解除するかどうかを判断し、そうであれ
ば、現在の設定された画面ロック時間値がユーザの現在の要求を満たせず、画面ロック時
間を延長する必要があると判断でき、ステップ１０３を実行する。ユーザは、画面がロッ
クされた後の長い時間でロックを解除すれば、現在の設定された画面ロック時間値が基本
的にユーザの現在の使用要求に合致することを示し、ステップ１０１を実行する。従って
、本実施形態に係る上記の設定される閾値範囲に対する具体的な設定については、実際の
状況に応じて選択されて設定されることができ、具体的に、異なるユーザの異なる需要ま
たは異なる使用場合に応じて具体的に選択されて設定されることができ、例えば、当該閾
値範囲が０～５秒に設定されることができる。
【００２６】
　ステップ１０３において、上記の時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮがすべてプリセット
された閾値範囲内にあると判断した場合、現在の設定された画面ロック時間値がユーザに
とって不適切であることを示し、現在の画面ロック時間値を、現在の画面ロック時間値と
プリセット時間遅延値との合計値に更新する。
【００２７】
　したがって、本実施形態における調整方法により、端末が画面を自動的にロックしてユ
ーザがロックを解除する使用状況をリアルタイムにモニタリングすることができ、連続的
なＮ回の画面ロックとロック解除の間の時間間隔によって現在の画面ロック時間が現在の
使用環境と状況において適切であるかどうかを判断し、不適切である場合で現在の画面ロ
ック時間値を、現在の画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計値に自動的に更
新し、現在の使用環境と状況動態に応じて画面ロック時間を調整する目的を達成し、ユー
ザが頻繁的にロックを解除する必要がなく、ユーザが異なる使用環境において画面ロック
時間を手動で切り替えることを回避することができ、それによってユーザのロック解除操
作及び画面ロック設定を効果的に減らし、ユーザ体験の満足度を向上させる。
【００２８】
　本実施形態において現在の画面ロック時間値を、現在の画面ロック時間値とプリセット
時間遅延値との合計値に更新する場合、当該プリセット時間遅延値の設定及び選択方式は
、複数の種類があり、例えば、ユーザの具体的な使用状況を統計することによって、１つ
以上の固定の時間値を時間遅延値として選択し、例えば、１０秒または２０秒をプリセッ
ト時間遅延値として固定して選択することができ、上記の方法で現在の画面ロック時間値
がユーザの要求を満たさないことを検出したたびに、それを、現在の画面ロック時間値と
設定された１０秒または２０秒の時間遅延値との合計値に更新すると注意すべきである。
【００２９】
　プリセット時間遅延値は、上記の方式で確定される以外、ユーザの現在の使用場合に応
じて具体的に選択されて確定されることができる。例えば、現在のユーザは、ウェブをブ
ラウズする時に、１つのページを２０秒ブラウズするが、現在の設定された画面ロック時
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間値が１０秒であれば、ユーザが１つのページをブラウズしたたびにロックを解除する必
要があり、即ち、１０秒ごとにロックを解除する必要があり、それに応じて、ユーザが別
の使用場合に切り替える場合、１回能動的に切り替えることにたぶん３０秒がかかるが、
現在の画面ロック時間が１０秒であると、ユーザが能動的に操作する前に、ロックを２回
解除する必要がある。これにより分かるように、異なる使用場合において、ユーザが、端
末が現在実行するタスク（例えばウェブをブラウズしたり、小説を読んだりする）に対し
て能動的に操作する時間間隔がそれぞれ異なるので、ユーザの要求により良く適応するた
めに、ユーザの現在の使用場合に応じて具体的にプリセット時間遅延値を選択して確定す
ることができる。上記の分析より分かるように、毎回ロックが解除されてから次回に画面
がロックされるまでのユーザの最後回の能動的な操作と現在のロック解除時間との時間間
隔値を、プリセット時間遅延値を設定する重要な根拠とし、具体的には、上記のようなＮ
回の画面ロックとロック解除との間の時間間隔値を取得する場合、さらに、毎回ロックが
解除されてから次回に画面がロックされるまでのユーザの最後回の能動的な操作と当該回
の解除時点との時間間隔値Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎを取得し、時間間隔値Ｔ２１、Ｔ
２２、…、Ｔ２Ｎによって第１プリセットルールに従って第１時間遅延値を取得し、プリ
セット時間遅延値が第１時間遅延値を含み、即ち、現在の画面ロック時間値を更新する場
合、それを、第１時間遅延値と加算した値に更新することを含む。第１プリセットルール
が具体的に時間間隔値Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎから１つの最大の時間値ＭＡＸ[Ｔ２
１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎ]を選択することができ、Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎから１つ
の時間値をランダムに選択し、または、時間間隔値Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎの平均値
を取ることもでき、選択された時間値がユーザの要求を基本的に満たせばよい。ユーザの
操作要求をできるだけ満足するために、本実施形態では時間間隔値Ｔ２１、Ｔ２２、…、
Ｔ２Ｎから１つの最大の時間値ＭＡＸ[Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎ]を第１時間遅延値と
して選択することが好ましい。
【００３０】
　本発明の他の実施形態において、画面ロック時間値をさらに精確に調整するために、さ
らに、毎回の画面ロックとロック解除の間の時間間隔値を、プリセット時間遅延値を設定
する根拠の１つとして、ユーザの使用習慣とルールをより精確に学ぶことができる。した
がって、上記ステップにおいて前記時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮを取得した後、時間
間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮによって第２プリセットルールに従って第２時間遅延値を取
得し、プリセット時間遅延値は、上記の第１時間遅延値と第２時間遅延値を含むことがで
きる。当該第２プリセットルールは、上記の第１プリセットルールと同じであってもよい
。本実施形態において、時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮから１つの最大の時間値ＭＡＸ
[Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮ]を第２時間遅延値として選択することが好ましい。
【００３１】
　本発明の他の実施形態において、画面ロック時間値をさらに精確に調整するために、ユ
ーザが毎回ロックを解除するのに掛る時間値をプリセット時間遅延値の１つの根拠とする
ことができる。そのため、上記のステップにおいてＮ回の画面ロックとロック解除の間の
前記時間間隔値を取得する場合、毎回のロック解除に掛かる時間値Ｔ３１、Ｔ３２、…、
Ｔ３Ｎを取得することと、時間値Ｔ３１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎによって第３プリセットル
ールに従って前記プリセット時間遅延値に含まれる第３時間遅延値を取得することと、を
含むことができる。当該第３プリセットルールは、上記の第１プリセットルールと同じで
あってもよい。本実施形態において、時間間隔値Ｔ３１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎから１つの
最大の時間値ＭＡＸ[Ｔ３１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎ]を第３時間遅延値として選択すること
が好ましい。即ち、プリセット時間遅延値は、前記第１時間遅延値及び/または第２時間
遅延値を含むことができる。
【００３２】
　また、人間の操作時間の不確定などの要因を考慮し、本実施形態におけるプリセット時
間遅延値は、さらに設定された遅延補正値である第４時間遅延値を含んで他の不確定要因
による時間差を補正し、ユーザ操作の要求をできるだけ満足することができる。
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【００３３】
　本実施形態において現在の画面ロック時間値を、現在の画面ロック時間値とプリセット
時間遅延値との合計値に更新することは、具体的に、現在の端末によりデフォルトされた
画面ロック時間値を、現在のデフォルトされた画面ロック時間値とプリセット時間遅延値
との合計値に更新してもよいし、上回の更新に基づいて、更新された画面ロック時間値を
、前記更新された画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計値に再度更新するこ
とができると注意すべきである。本実施形態において、現在のデフォルトされた画面ロッ
ク時間値を、現在のデフォルトされた画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計
値に更新することが好ましい。図２を参照すると、ステップ１０１～１０３は、上述した
ことと同じであるので、詳しい説明は省略する。本実施形態において、現在のデフォルト
された画面ロック時間値を、現在のデフォルトされた画面ロック時間値とプリセット時間
遅延値との合計値に更新した後、さらに、下記のステップを含むことができる。
【００３４】
　ステップ１０４において、ユーザが最後回にロックを解除した後に画面を能動的にロッ
クするまたはプリセット操作時間閾値内に操作を行わないかどうかを判断し、そうであれ
ば、ユーザがこの操作を終了したことを示し、ステップ１０５を実行し、そうでなければ
、ステップ１０１を実行する。
【００３５】
　ステップ１０５において、画面を能動的にロックするまたはプリセット操作時間閾値内
に操作を行わない場合、画面ロック時間値を前記デフォルトされた画面ロック時間値に復
元することができる。
【００３６】
　同時に、ユーザが現在の使用場合を終了した後、新たに当該使用環境に切り替える場合
、上記の画面ロック時間調整過程を繰り返す必要があることを避けるために、上記の方法
で現在の画面ロック時間値を、現在の画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計
値に更新した後、現在の使用される場合のステップを記録し、その後、現在の使用場合と
更新された画面ロック時間値を関連付けることができる。後の使用過程において、一旦に
再度当該使用環境に入ると検出した場合、画面ロック時間を上記の更新された画面ロック
時間値に調整することができ、資源を節約し、ユーザ体験の満足度を向上させる。
【００３７】
　また、本実施形態には画面ロック時間調整装置がさらに提供され、当該装置は、ディス
プレイを備えた端末内に設置され、直接にまたは他の経路を介して間接にディスプレイに
接続され、端末の画面ロック時間値を動的に調整することができる。図３を参照すると、
当該装置は、具体的に、時間値取得モジュールと、判断モジュールと、処理モジュールと
を備える。
【００３８】
　時間値取得モジュールは、連続的な、プリセット値であるＮ回の画面ロックとロック解
除の間の時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮを取得し、取得された前記時間間隔値Ｔ１、Ｔ
２、…、ＴＮを判断モジュールに送信するためである。
【００３９】
　判断モジュールは、取得された前記時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮがすべて設定され
た閾値範囲内にあるかどうかを判断し、判断結果を処理モジュールに送信するためである
。
【００４０】
　処理モジュールは、判断結果を受信し、判断結果がはいである場合、現在の画面ロック
時間値を、現在の画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計値に更新するためで
ある。
【００４１】
　本実施形態における装置の時間値取得モジュールは、さらに、Ｎ回の画面ロックとロッ
ク解除の間の時間間隔値を取得する場合、毎回ロックが解除されてから次回に画面がロッ
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クされるまでのユーザの最後回の能動的な操作と当該回のロック解除時間時点との時間間
隔値Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎを取得し、かつ時間間隔値Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎ
によって上記の第１プリセットルールに従ってプリセット時間遅延値に含まれる第１時間
遅延値を取得するためである。
【００４２】
　本発明の他の実施形態において、時間値取得モジュールは、さらに、連続的なＮ回の画
面ロックとロック解除の間の時間間隔値Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮを取得した後、時間間隔値
Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮによって上記の第２プリセットルールに従って第２時間遅延値を取
得することに用いられ、プリセット時間遅延値は、さらに第２時間遅延値を含むことがで
きる。
【００４３】
　本発明の他の実施形態において、時間値取得モジュールは、さらに前記Ｎ回の画面ロッ
クとロック解除の間の時間間隔値を取得する場合、毎回のロック解除に掛かる時間値Ｔ３
１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎを取得し、前記時間値Ｔ３１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎによって第３
プリセットルールに従ってプリセット時間遅延値に含まれる第３時間遅延値を取得するた
めである。
【００４４】
　図４を参照すると、本実施形態における装置は、モニタリングモジュールをさらに備え
、処理モジュールが現在の画面ロック時間値を、現在の画面ロック時間値とプリセット時
間遅延値との合計値に更新し、具体的に、現在のデフォルトされた画面ロック時間値を、
現在のデフォルトされた画面ロック時間値とプリセット時間遅延値との合計値に更新する
ことに用いられ、モニタリングモジュールはユーザが最後回にロックを解除した後に画面
を能動的にロックするまたはプリセット操作時間閾値内に操作を行わないかどかを判断し
、そうであれば画面ロック時間値を前記デフォルトされた画面ロック時間値に復元するよ
うに、処理モジュールに通知する。
【００４５】
　図５を参照すると、本実施形態における装置は、関連付けモジュールを更に備え、処理
モジュールは、さらに更新された画面ロック時間値を記憶しており、関連付けモジュール
は、処理モジュールが現在の画面ロック時間値を、現在の画面ロック時間値とプリセット
時間遅延値との合計値に更新した後、現在の使用場合を記録し、かつ現在の使用場合と更
新された画面ロック時間値を関連付けるためである。後の使用過程において、当該使用環
境に入ることを一旦に検出した場合、画面ロック時間を上記の更新された画面ロック時間
値に調整するように処理モジュールに直接通知して、資源を節約し、ユーザ体験の満足度
を向上させる。
【００４６】
　本発明を更に理解するために、以下、１つの具体的な使用場合を参照して本発明を更に
説明し、かつ、当該例のプリセット時間遅延値は、前記第１時間遅延値、第２時間遅延値
、第３時間遅延値、及び、２秒に設定された第４時間遅延値を含む。具体的に、下記の通
りである。
【００４７】
　ユーザの現在の使用場合が小説を読むことであり、かつユーザが正常に小説を１ページ
読む時間が約３０秒あり、端末により現在設定された画面ロック機能の画面ロック時間値
が２０秒（即ちＴ＝２０秒）であると仮定すると、理想的な状況で端末が画面の自動ロッ
クを発生しない場合、ユーザは、約３０秒毎にページをめくるという能動的な操作を行う
。しかし、画面が自動的にロックされる場合、ユーザは、２０秒読んだ後にロックを解除
する必要があり、即ち、２０秒毎にロックを解除する必要がある。ユーザのロック解除操
作は、一般的に速い。最大値が０.５秒であると仮定すると、毎回のロック解除に掛かる
一番長い時間値が０.５秒、即ちＭＡＸ[Ｔ３１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎ]＝０.５秒である。
ロック解除後にユーザは、読み完了するために約１０秒を必要とし、、その後、ユーザは
、ページを能動的にめくる操作を行い、ページを能動的にめくる操作を行う前に、ユーザ
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は、他の操作を行う可能性があるので、本発明が毎回ロック解除を完了してから次回に画
面ロックを行うまでのユーザの最後回の能動操作と当該回のロック解除時間との最大時間
間隔は１０秒であり、即ち、ＭＡＸ[Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎ]＝１０秒。
【００４８】
　（１）ユーザは、画面をロックした後に直ちにロックを解除し、即ち、毎回の画面ロッ
クとロック解除の間の時間間隔値は、無視でき、即ち、ＭＡＸ[Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮ]＝
０秒である場合、更新された画面ロック時間値Ｔ’は、
Ｔ’＝Ｔ＋ＭＡＸ[Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮ]＋ＭＡＸ[Ｔ３１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎ]＋ＭＡ
Ｘ[Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎ]＋第４時間遅延値＝２０＋０＋０.５＋１０＋２＝３２.
５秒である。
【００４９】
　（２）ユーザが画面をロックした後の略４秒にロックを解除し、即ち毎回の画面ロック
とロック解除の間の最大の時間間隔値が４秒であり、即ちＭＡＸ[Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮ]
＝４秒であると、新しい画面ロック時間値Ｔ’は
Ｔ’＝Ｔ＋ＭＡＸ[Ｔ１、Ｔ２、…、ＴＮ]＋ＭＡＸ[Ｔ３１、Ｔ３２、…、Ｔ３Ｎ]＋ＭＡ
Ｘ[Ｔ２１、Ｔ２２、…、Ｔ２Ｎ]＋第４時間遅延値＝２０＋４＋０.５＋１０＋２＝３６.
５秒である。
【００５０】
　したがって、ユーザが画面をロックした直後にロックを解除するか、画面をロックした
後に数秒以内にロックを解除するかに関わらず、本発明に係る画面ロック時間調整法でユ
ーザの使用ルールを学んで端末の画面ロック時間を自動的に調整した後、ユーザは、１ペ
ージの小説を読んだ後に、画面ロックの妨害を受けることなく、ページをめくる。かつ、
前記画面ロック時間値を更新した後、更新された画面ロック時間値と当該使用場合（例え
ば小説を読むこと）を関連付けることができ、その後に小説を読む使用環境に入る場合、
当該更新された画面ロック時間値を直接に呼び出することができ、上記の調整過程を繰り
返して行う必要がなく、さらにユーザ体験の満足度を向上させることができる。
【００５１】
　以上の内容は、具体的な実施方式を参照して本発明を更に詳しく説明するものであるが
、本発明の具体的な実施がこれらの説明に限定されることを認定しない。本分野の当業者
に対して、本発明の構想から逸脱しない前提で、行われる若干の簡単な推理または切り替
えが、本発明の保護範囲以内に含まれるべきである。
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